
地域のお店応援商品券第３弾に参加され、継続される方は申込手続不要です

この事業は新潟市の補助金を受けて実施しています

［ お 問 い 合 わ せ ］
地 域 の お 店 応 援 商 品 券 実 行 委 員 会（協同組合ＮＩＣＥ新潟内）

営業時間：9：00～17：00（土日・祝日を除く）
TEL. 025-246-4822  FAX. 025-246-4838  E-mail. ouen2022@n-gif10ken.com

趣 旨

名 称
発 行 者
発 行 総 額
発 行 内 容
販 売 価 格
購 入 限 度 額
購 入 対 象 者
事 前 申 込 期 間
購 入 期 間
利 用 期 間
参 加 費
換 金 手 数 料

： 地域のお店の応援と消費喚起を目的に、大型店を除く、市内全域の幅広い店舗で使用できる商品
券の第４弾を発行する。

： 地域のお店応援商品券　第４弾
： 地域のお店応援商品券実行委員会
： 60億円
： 50万冊（１冊：額面500円×24枚に表紙、裏表紙各１枚で合計26枚）
：１冊10,000円（１冊12,000円分の商品券）
： 申込者１人につき、５冊まで購入可
： 新潟市在住または在勤、在学
： 2022年10月1７日（月）～〔はがき〕2022年11月2日（水） 〔Web〕2022年11月11日（金）
： 2022年12月12日（月）～2023年1月16日（月）
： 2022年12月12日（月）～2023年5月31日（水）
： 無　料
： 無　料

★本事業の最新情報や追加・変更等もホームページで随時お知らせしますので、定期的にご覧ください。

取 扱 店 募 集 要 項
新規の取扱店を募集します‼

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10



2022年12月12日（月）～2023年6月30日（金）

3換金

金融機関の２～３営業日以内に現金化できます。

2申込方法　地域のお店応援商品券第3弾に参加され、継続される方は申込手続き不要です

○ 利用期間中（2023年5月31日（水）まで）随時受け付けます。

○ 登録される方は実行委員会ホームページ・
　登録フォームからが便利です

地域のお店応援商品券

スマートフォンからもOK！ FAX：025-246-4838２. 申込書をFAX又は、郵送する。
郵　便：〒950-0075　新潟市中央区沼垂東3-1-10　協同組合NICE新潟内
　　　  「地域のお店応援商品券実行委員会事務局」宛て

○

○ 新規 上記「1募集要項」の内容に

1. 申込書をファイルで送付する。　　E-mail：ouen2022@n-gif10ken.com

○取扱店登録申込書で登録される方へ
a．１店舗を登録する場合…申込書（A）のみご提出ください
b．複数店舗を登録する場合…申込書（A）と申込書（B）をご提出ください

●出資や金融商品の購入（有価証券等）　●国・地方公共団体への支払い（税金、国民健康保険料等）　●換金性があり、広域的に流通しうるものの購入（例：商品券、ビー
ル券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード、金や銀等）　●タバコの購入（たばこ事業法に規定する製造たばこは定価以外の販売ができないため）　●事業活
動に伴う経費の支払い　●資産形成となるものや地代等の支払い（土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場代等）　●商品券の現金化、金融機関への預け入れ　●風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る支払い　●特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの　●新潟市有料指定ごみ袋、収入印紙（粗大ご
み）の購入　●商品券を担保に供し、または質入すること　●その他、法律で商品券による購入が禁じられている商品や、取扱店による除外商品
※取扱店が除外商品と定める場合は、予め消費者が認識できるよう店舗内に明示してください。

●店舗引渡し後における商品券の盗難、紛失、滅失に対して実行委員会は責を負いません。併せて、受取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等の損失は取扱店の責務
とする。　●取扱店であることが明確になるよう、実行委員会が指定する掲示物を店頭付近に貼付する。　●商品券の提示を受けた際、商品券の額面に応じ現金同様の取
扱いを行う。なお、商品券の受領に際しての釣銭は支払わないものとする。　●受領した商品券は、指定金融機関において、商品券の換金を行うこととする。　●使用者が
持ち込んだ商品券について「偽造防止がない」、「色合いが明らかに違う」など偽造されたと疑わしい場合は、受取りを拒否するとともに、その事実を速やかに実行委員会事
務局まで報告する。但し、こうした商品券を受領した場合、取扱店の責務とする。　●自ら商品券を購入し、自店舗で使用されたかのように偽り換金する行為等の不正行為
は堅く禁ずる。　●商品券を受取った時は、他店での再使用を防止するため、原則、裏面の所定欄に取扱店名を記入することとし、既に取扱店の記入がある場合は、受取りを
拒否する。　●受領した商品券は、ハサミ等で切り離さないこととする。切り離された商品券の換金には応じない。　●商品券の保管並びに管理には、細心の注意を払うこ
ととする。　●その他、本事業の目的に反することはできない。　●換金手数料は無料です。但し実行委員会が指定する以下の金融機関の預金口座が必要です。換金期間
内であればいつでも換金ができます。

●第四北越銀行
新潟市内の窓口店舗の営業日のみ換金可能　※上記以外の金融機関では換金できません

1募集要項

大型店を除く、中小・小規模事業者が対象となります。
新潟市内で飲食、小売、サービス業等の店舗を営む事業者のうち、下記の業種ごと
に定められた資本金の額または従業員数の要件に該当する方が対象となります。

また、次の事業者以外とします。
a．性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号第２条第5項）に規定する営業を行う者
b．特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行

う者
c．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号） 第２条

第２号に該当する暴力団及び同条第６号に該当する暴力団員が関与する者
d．上記のa～cに加え、実行委員会が対象外とすることが適当であると認めた者は、

登録前後を問わず登録取り消しができる。
取扱店には取扱店マニュアルと事業ポスター、取扱店ポスター、取扱店ステッカー等の広
報物を配布します。

業 種
小 売 業・飲 食 業
サ ー ビ ス 業
宿 泊 業
運 輸 業・そ の 他

資本金の額または出資の総額

5 , 0 0 0 万 円 以 下

３億 円 以 下

常時使用する従業員数※

5 0 人 以 下
1 0 0 人 以 下
2 0 0 人 以 下
3 0 0 人 以 下

※事業体全体の従業員数です

この商品券は利用期限を過ぎた場合は無効となります。また、購入後の返品や払い戻しはできません。
●利用期間外での使用はできません。
●購入後の返品、払戻しはできません。
●現金との引換え、交換はできません。
●本商品券は釣り銭がでませんので、ご注意ください。
●本商品券は新潟市内の取扱店の使用に限ります。

そ の 他 留 意 事 項

送付先

協同組合NICE新潟は地域のお店応援商品券実行委員会事務局です。「新潟市・佐渡市共通商品券」を年間約8億円発行し、取扱店は佐渡市内も含め約1,600店舗と幅広い業種
で利用されています。こちらのお申し込みも受付しております。 TEL.025-246-4820


